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弘 億 団 地 自 治 会 会 計 規 則 

 

制 定 昭和４９年 ４月１４日 

改 訂 ２０１９年３月１日 

 

（総 則） 

第１条 弘億団地自治会（以下「本自治会」という）の会計事務については、この規則に定めるところによる。 

 

（職 務） 

第２条 本自治会の収支命令者は自治会長とする。 

２ 会計担当者は、互選によって出納責任者を選出する。 

３ 出納責任者は、会計担当者を統括する。 

 

（会計年度） 

第３条 本自治会の事業年度は４月１日より翌年３月３１日であるが、会計年度は３月１日より翌年２月末日ま

でとする。 

２ ３月期会計事務については、前年度の会計担当者及び出納責任者が継続して行うものとする。 

 

（予算の執行） 

第４条 予算は事業年度ごとに総会の承認を得て執行する。 

 

（会計区分） 

第５条 本自治会の会計は一般会計と特別会計に区分し、収入及び支出の内訳は次の通りとする。 

１ 一般会計 
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区 分 内 訳 

収 入 

自治会費収入 雑収入（寄付金（盆踊り・文化祭） 預金利子 社会福祉協議会助成金 自治会

館エアコン使用料 コピー機使用料（助成団体） リサイクル資源協力還付金 その他 

支 出 総務費 厚生費 体育費 文化費 

２ 特別会計 

区 分 内 訳 

収 入 自治会入会金 自治会館使用料 雑収入（繰入金 寄付金 投票所謝礼 預金利子 その他） 

支 出 会館改修費 会館維持費 

 

（勘定科目） 

第６条 本自治会の会計に使用する勘定科目は、勘定科目一覧表に基づくものとし、一般会計は別紙-1、特別会

計は別紙－２による。 

 

（入会金の扱い） 

第７条 本自治会入会金は、会員（世帯単位とし、以下同様）が弘億団地に居住を開始した月に、１回限り徴収

するものとする。 

2 入会金の徴収は、新たに会員が発生した組の組長が行うものとする。 

３ 組長は、新規入会者自治会費・入会金徴収簿（組長用：様式２－１ 会計担当者用：様式２－２ 出納責

任者用：様式２－３）を各１通作成する。 

4 組長は、徴収した現金と前項の徴収簿各１通を会計担当者に引き継ぐ。 

５ 会計担当者は、組長から引き継いだ入会金と徴収簿記載金額を確認し、組長用徴収簿へ入会金受領の証と

して、自書押印し組長へ返却する。組長はその徴収簿を保管する。 

６ 会計担当者は、組長から引き継いだ入会金を普通預金入金帳（特別会計）によりもみじ銀行にて振込処理
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を行う。組長から引き継いだ会計担当者用徴収簿を保管し、出納責任者用徴収簿は出納責任者へ提出する。 

７ 出納責任者は、会計担当者から提出された出納責任者用徴収簿と普通預金通帳（特別会計）により入金確

認を行い、出納責任者用徴収簿を保管する。 

 

（自治会費の扱い） 

第８条 自治会費（以下「会費」という）は、会員が弘億団地に居住を開始した月の翌月から転出する月まで徴

収する。 

２ 会費は、以下により徴収若しくは返金を行うものとする。 

（1）前年度より継続して本自治会へ入会する会員 

①会費の徴収は、各区の組ごとに組長（月番）が行うものとし、会費は４月に１年分又は４月と１０月に各

半年分を一括徴収する。 

②組長は、自治会費徴収簿（組長用：様式１－１ 会計担当者用：様式１－２ 出納責任者用：様式１－３）

を各１通作成する。徴収に際しては、各徴収簿に会員氏名、電話番号、徴収期間等必要事項を記入し、組

長用の徴収簿には組長㊞欄に受領印を押印する。 

③組長は、徴収した会費と前項の徴収簿各１通を徴収月の２５日までに会計担当者へ引き継がなければなら

ない。 

④会計担当者は、組長から引き継いだ会費と徴収簿記載金額を確認し、組長用徴収簿へ会費受領の証として、

自書押印し組長へ返却する。組長はその徴収簿を保管する。 

⑤会計担当者は、区内の全組長から引き継いだ会費を普通預金入金帳（一般会計）によりもみじ銀行にて振

込処理を行う。組長から引き継いだ会計担当者用徴収簿を保管し、出納責任者用徴収簿は出納責任者へ提

出する。 

⑥出納責任者は、会計担当者から提出された出納責任者用徴収簿と普通預金通帳（一般会計）により納入確

認を行い、出納責任者用徴収簿を保管する。なお、徴収月２５日を経過しても未納となっている組があれ

ば、会計担当者へ連絡を行い早期納入を促す。 
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（2）年度途中に本自治会へ入会する会員 

①会費の徴収は、新たに会員が発生した組の組長が行うものとする。会費は、入会した月に、その翌月分か

ら事業年度末の３月分までを一括徴収する。 

②組長は、新規入会者自治会費・入会金徴収簿（組長用：様式２－１ 会計担当者用：様式２－２出納責任

者用：様式２－３）を各１通作成する 

③組長は、徴収した会費と前項の徴収簿各１通を会計担当者へ引き継ぐ。 

④会計担当者は、組長から引き継いだ会費と徴収簿記載金額を確認し、組長用徴収簿へ会費受領の証として、

自書押印し組長へ返却する。組長はその徴収簿を保管する。 

⑤会計担当者は、組長から引き継いだ会費を普通預金入金帳（一般会計）によりもみじ銀行にて振込処理を

行う。組長から引き継いだ会計担当者用徴収簿を保管し、出納責任者用徴収簿は出納責任者へ提出する。 

⑥出納責任者は、会計担当者から提出された出納責任者用徴収簿と普通預金通帳（一般会計）により入金確

認を行い、出納責任者用徴収簿を保管する。 

（3）年度途中に本自治会を転出する会員 

①転出する会員から、転出の翌月以降分の納入済会費の返還請求があった場合、返還請求に応じるものとす

る。 

②会費の返却は、組長が転出者より領収書を徴した上で立替払いを行う。 

③組長は、転出者自治会費返却簿（組長用：様式２－１ 会計担当者用：様式２－２ 出納責任者用：様式

２－３）を各１通作成する。 

④組長は、領収書と前項の返却簿（会計担当者用・出納責任者用）を会計担当者へ引き継ぎ、組長用返却簿

を保管する。 

⑤会計担当者は、組長から引き継いだ領収書と出納責任者用返却簿を出納責任者へ提出する。 

⑥出納責任者は、会計担当者から提出された領収書と出納責任者用返却簿により立替金の支払処理を行う。

その際、出納責任者用返却簿へ立替金受領の証として会計担当者の署名押印を受け保管する。 

⑦会計担当者は、出納責任者より受領した立替金を組長へ返還する。その際、会計担当者用返却簿へ立替金
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受領の証として組長の署名押印を受け保管する。 

 

（支 出） 

第９条 自治会の予算から支出を行おうとするときは、総会で承認された予算費目及び予算額の範囲内であれば、

経費請求・精算依頼書（様式―５：経費請求）を作成し出納責任者へ提出する。 

2 出納責任者は、必要に応じ普通預金の現金化等支出手続きを行い、請求者へ現金を交付、受領印を取得の上

様式―５を保管する。なお、請求者は、支出の相手から領収書を徴収し、出納責任者へ提出しなければなら

ない。 

3 総会承認以外の新たな支出費目が発生した場合、役員会又は区長会の承認を得て支出する。 

４ 予算費目の流用は認められないが、役員会又は区長会の承認を得て変更する場合は、この限りでない。 

５ 仮払金の扱い 

①各部会計担当者は、自治会行事等の事前準備のため仮払金を要求する場合、予算額の範囲内で様式－5（経

費請求）を作成し各部長の承認印を受領の上出納責任者へ提出する。 

②出納責任者は様式―５を確認し、予算額の範囲内であれば仮払金の支払い処理を行い、各部会計担当者の受

領印を取得し保管する。 

③各部会計担当者は、自治会行事等終了後速やかに仮払金の精算を行い、様式―５（精算書）を２部作成し収

支報告書及び領収書を添付し精算金を出納責任者へ返金する。 

④出納責任者は、収支報告書、領収書と精算金を確認の上、相違なければ様式―５（精算書）に受領印を押印

し、１部を各部会計担当者へ返却し、1部を保管する。 

 

（繰 入 金） 

第１０条 自治会館建替資金として、毎事業年度一般会計より特別会計へ以下により繰り入れるものとする。な

お、事業年度末の一般会計決算繰越額の状況により、特別会計への繰出しが妥当であると判断される場合は、

次年度総会へ議案提出し承認を得るものとする。 



6 

 

（1）繰入金の算定 

①特別会計繰入金＝前年度会計年度末世帯数×５０円×１２か月 

②当該事業年度に限り繰り入れる繰入金額は、前年度末一般会計繰越額によるものとし総会の承認を得て決定

する。 

（2）繰り入れ時期 

会計年度末（２月）に繰入金処理を行うものとする。なお、会館改修費、会館維持費に費用を要し、普通預

金残高に不足が生じる恐れがある場合はこの限りでない。 

（3）一般会計の処理 

繰出金として会計処理を行うものとする。 

 

（助成金の扱い） 

第１１条 団体に対する助成金は、助成金の交付を受けようとする団体から当該事業年度収支決算報告書（見込

み）及び次年度収支予算（案）の提出を求め、助成団体代表者より助成金申請額に関する聞き取りを行う。 

２ 助成団体聞き取り結果に基づき交付額について役員会で協議決定し、助成団体代表者へ「助成金交付額通

知」を送付するものとする。 

３ 助成金交付については、総会での予算承認受け５月上旬に出納責任者が出金処理を行い、助成団体別に区

分した上で自治会長より助成団体代表者へ交付する。なお、助成金を交付した団体から領収書を徴収し、出納

責任者が保管するものとする。 

４ 当該助成金の交付を受けた団体は、次年度事業年度開始月に速やかに自治会長へ提出しなければならない。 

 

（決算書の作成） 

第１２条 出納責任者は、毎会計年度の終了後、速やかに決算に関する書類を作成しなければならない。 

 

（帳簿等の備え付け） 
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第１３条 出納責任者は、会計を適正に行うために、会計年度ごとに次の帳票及び証拠書類を整えるとともに、

出納の都度、正確に記帳しなければならない。 

（1）元 帳 

（2）仕訳帳（経費明細帳） 

（3）自治会費等徴収簿 

（4）入金伝票 

（5）出金伝票 

（6）普通預金入金帳（一般会計・特別会計） 

（7）普通預金通帳・定期預金通帳（一般会計・特別会計） 

（8）その他必要書類 

２ 前項の帳票作成に当たっては、市販の金銭出納簿、経費明細書等を使用する方法とパソコンの表計算ソフト

を利用する方法があるが、いずれを選択するかは毎会計年度出納責任者の選択に委ねるものとする。 

３ 会計に関する伝票及び様式は以下とする。 

（1）自治会費等徴収簿：様式１－１（組長用） 様式１－２（会計担当者用） 様式１－３（出納責任者用） 

（2）新規入会者自治会費・入会金徴収簿：様式２－１（組長用） 様式２－２（会計担当者用） 様式２－

３（出納責任者用） 

（3）転出者自治会費返却簿：様式２－１（組長用） 様式２－２（会計担当者用） 様式２－３（出納責任

者用） 

（4）入金伝票：様式３－１（一般会計） 様式３－２（特別会計） 

（5）出金伝票：様式４－１（一般会計） 様式４－２（特別会計） 

（6）経費請求・精算依頼書：様式―５ 

（7）エアコン使用料入金処理依頼書【一般会計】：様式６－１（第１自治会館） 様式６－２（第２自治会館） 

（8）自治会館使用料入金処理依頼書【特別会計】：様式７－１（第１自治会館） 様式７－２（第２自治会館） 

（10）予算執行調書：様式８－１（一般会計） 様式８－２（特別会計） 
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（11）コピー機使用料請求書兼受領書【一般会計】：様式―９ 

 

（会計書類の保管） 

第１４条 会計に関する書類は、会計年度終了後、５年間分を出納責任者が保管を行うものとする。 

 

（規則の改定） 

第１５条 この規則は、弘億団地自治会会則第１６条４（2）の規定に基づき「区長会」の承認により改訂するこ

とができる。 

 

（施 行） 

第１６条 この規則は、２０１９年２月９日改訂、３月１日施行するものとする。 

 

（付 則） 

1 昭和４９年４月１４日  制 定 

2 昭和５７年２月２０日  区長会の承認により、一部を改訂し同日より施行する 

3 昭和６３年１月９日  定例役員会により、一部を改訂し、同年４月より施行する 

4 平成元年１月１４日  定例役員会により、一部を改訂し、同年４月より施行する 

5 平成９年１月   日  定例役員会により、一部を改訂し、同年 月より施行する 

6 平成１２年１２月１０日  定例役員会により、一部を改訂し、同年 月より施行する 

7 平成１５年２月２２日  定例役員会により、一部を改訂し、同日より施行する 

8 平成２０年１２月１４日  区長会の承認により、一部を改訂し同日より施行する 

9 平成２８年１２月１１日  区長会の承認により、一部を改訂し同日より施行する 

10  平成２９年１２月１０日  区長会の承認により、一部を改訂し同日より施行する 

11 ２０１９年２月９日 合同役員会の承認により、一部を改訂し３月１日より施行する 


